
 

 

加須市
か ぞ し

 
 

日頃より、本市税務行政に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 固定資産税対象の固定資産には、土地や家屋のほかに償却資産（事業用資産）があります。 

償却資産を所有されている方は、毎年 1月 1日現在における償却資産の各事項について、資産の所在す

る市町村長への申告が義務付けられています。（地方税法第３８３条） 

 事業を行っている方は、この手引きをご参照の上、申告書を作成し、期限（毎年 1月 31日）までに 

加須市役所税務課へ提出してください（提出先詳細は、裏表紙をご覧ください）。 

※該当資産を所有していない方 申告書式は、償却資産所有者（納税義務者）と考えられる方へお送り

する場合があります。申告書式の送付を受けた方が、該当資産を所有していない場合は、償却資産申告

書の備考欄へその旨を記載し、提出してください。ご協力をお願いいたします。（地方税法第３５３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆申告にあたっては 

加須市ホームページ(https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/zeimu/kotei/shoukyakusisan/5194) 

もご利用ください。 

「償却資産申告書」「種類別明細書」がダウンロードできます。 

 

☆提出先は加須市役所税務課 償却資産担当です。 

(申告書左上の「あて先」は「加須市長（〇〇区分） 」としてください。) 

☆申告書を郵送で提出される場合 

申告書（控用）の返送を御希望の方は、控用のコピーをご自身で作成のうえ、必ず切手を貼付した返

信用封筒を同封してください。  

提出期限は毎年 1 月３１日です。 
（土日の場合は、翌月曜日） 

期限間近になりますと、窓口が大変混雑します。 

◆◆早期提出にご協力ください。◆◆ 

加須市 

償却
しょうきゃく

資産
し さ ん

（固定資産税）申告の手引き 

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/zeimu/kotei/shoukyakusisan/5194
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Ⅰ 償却資産とは 
 

1. 償却資産とは 

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（無形減価償却資産は除き

ます。）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金

又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産

以外のもの（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを含みます。）をい

います。（地方税法第 341条第 4号） 

たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる、構築物、機械及び

装置、工具、器具及び備品等が対象となります。 

なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者がその償却資産を自己の事業のために使用す

る場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。 

 

2. 償却資産の種類とその具体例 

 

資産の種類 具体例 

1 

構築物 
駐車場の舗装・フェンス・門・庭園・緑化施設等の外構工事、 

屋上の看板等 

建物付属設備 

受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 

※詳しくは 3ページ〈家屋と償却資産の区分表〉を御参照くださ

い。 

2 機械及び装置 
工作機械、木工機械、印刷機械、各種産業用機械及び装置、 

大型特殊自動車（0、00～09及び 000～099ナンバーのもの）等 

3 船舶 貨物船、タンカー、漁船、釣船、曳船、ボート等 

4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

5 車両及び運搬具 

大型特殊自動車(9、90～99及び 900～999ナンバーのもの)、台車等 

※自動車税（種別割）の対象となる自動車、軽自動車税（種別割）

の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪

の小型自動車は除きます。 

6 工具、器具及び備品 

ルームエアコン、パソコン、机、椅子、テレビ、応接セット、金

庫、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、医療機器等の器具及び備

品、ドリル、金型等の工具等 
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3. 業種別の主な償却資産 

業 種 主な償却資産の例示 

共 通 駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電設備、舗装路面、庭園、門・塀、外

構、外灯、ネオンサイン、広告塔、案内板、中央監視装置、ＬＡＮ設備、看板、簡易

間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、パソコン、コピ

ー機、レジスター、金庫、自動販売機、ブラインド等 

製造業 旋盤、ボール盤、プレス機、梱包機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水

設備、福利厚生設備、金属製品製造設備、食品製造設備、工場等の動力幹線設備、機

械の給排水設備等 

印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、製版機等 

木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 

鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グライン

ダー等 

建設業 ブロックゲージ、ポンプ、発電機、ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト

等の土木建設車両（軽自動車税の対象となるものを除く）、大型特殊自動車、コンクリ

ートカッター、ミキサー等 

自動車整備業 

ガソリン販売業 

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電

器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン

計量器、地下タンク、照明設備、独立キャノピー、防火壁、測定工具、検査工具等 

料理飲食業 接客用家具・備品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷凍冷蔵庫、日

よけ、室内装飾品、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール

等 

小売業 商品陳列ケース（冷凍・冷蔵機付を含む）、陳列棚、陳列台、冷凍冷蔵庫、日よけ等 

製パン業、製菓

業 

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 

理容・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレ

ビ等 

医科・歯科業 各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、

脳波測定器、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、各種検査機器、歯科診療ユニット等）、ガス（麻

酔等）設備、各種事務機器、待合室用椅子等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備、ボイラー等 

駐車場業 柵、照明等の電気設備、駐車装置（機械設備、ターンテーブル）、駐車場料金精算機、

白線等 

カラオケボック

ス 

カラオケ設備、接客用家具、照明設備等 

パチンコ店 

ゲームセンター 

パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、

店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装等 

テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等 
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4. 建築設備等における家屋と償却資産の区分 

①  家屋の所有者が付加した建築設備で、家屋と構造上一体となって、その家屋の効用を高めるも

のは、原則として家屋に含めて取り扱いますので、次に掲げる事業用のものは、償却資産として

取り扱います。 

(ア)構造的に家屋と一体となっていないもの 

(イ)独立した機械及び装置としての性格の強いもの 

(ウ)工場等における特定の生産又は業務の用に供される設備等 

(エ)顧客の求めに応じるサービス設備としての性格の強いもの（ホテル等の厨房設備、洗濯設備等） 

②  家屋の所有者以外の方（テナント等）が貸ビル・貸店舗等に施工した内外装・造作及び建築設

備等の事業用資産については、償却資産としてテナント等に課税されるため、テナント等の方が

ご申告ください。家屋の所有者及びテナント等の方は、この資産について所有者や資産内容に変

更がありましたら、加須市税務課償却資産担当までご連絡ください。 
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Ⅱ 償却資産の申告 

1. 申告が必要な方 

工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等、事業を行っている会社や個人の方は、地方税法第

383 条の規定により、毎年１月１日現在の所有状況（種類、取得時期、取得価額、耐用年数等）を申告

していただく必要があります。 

【お願い】 

申告内容に異動がない場合は、申告書「⑱備考」欄に「増減なし」と記載し、提出をお願いしま

す。また、事業を行っている方で償却資産を所有されていない方は、申告書「⑱備考」欄に「該当資

産なし」と記載のうえ、提出をお願いします。 

 

2. 償却資産の範囲 

(1) 申告の対象となる資産 

ア 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、概ね次の資産をいいます。 

なお、１月１日現在、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。 

(ｱ) 税務会計上減価償却の対象となるべき資産 

(ｲ) 簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産） 

(ｳ) 償却済資産（減価償却が終わった資産） 

(ｴ) 遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産） 

(ｵ) 未稼働資産（既に完成しているが、未だ稼働していない資産） 

(ｶ) 建設仮勘定に経理されているが、既に完成している資産 

(ｷ) 建物勘定（建築設備を含む。）に経理されているものであっても、家屋に含まれない資産 

イ 耐用年数が 1 年を超えて取得価額（1 個又は 1 組当たり）が 10 万円以上で、毎年１月１日現在事

業の用に供することができる資産が申告の対象となります。詳しくは次のとおりです。 

 

個
人 

平成元年 3 月 31 日以前に

取得した資産 

平成元年 4 月 1 日から平成 10 年

12 月 31 日までに取得した資産 

平成 11 年 1 月 1 日以降に取得 

した資産 

10 万円以上 20 万円以上 10 万円以上 

法
人 

平成元年 3 月 31 日以前に

取得した資産 

平成元年 4 月 1 日から 

平成 10 年 3 月 31 日以前に 

開始した事業年度末までに取得

した資産 

平成 10 年 4 月 1 日以降に開始し 

た事業年度に取得した資産 

10 万円以上 20 万円以上 10 万円以上 

(注) 法人の場合は表中の金額未満でも、税務会計上資産として計上し、個別に減償却しているものに

ついては償却資産として申告の対象となります。 

詳しくは 5 ページの「少額の減価償却資産の取扱い」を御参照ください。 
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（２）申告の対象とならない資産 

ア 自動車税（種別割）の課税客体となる自動車、軽自動車税（種別割）の課税客体となる原動機付

自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 

※ナンバープレートの有無で判断するものではありませんのでご注意ください。 

イ 牛、馬、果樹、その他生物（観賞用、興行用等のものは申告対象です。） 

ウ 無形固定資産（アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等） 

エ 繰延資産（開業費、開発費等） 

オ 棚卸資産（商品、原材料等） 

カ 美術品等（時の経過によりその価値の減少しない資産） 

キ 劣化資産（冷媒、触媒、熱媒等） 

 

3. 少額の減価償却資産の取扱い 

取得価額が 30 万円未満の資産の申告は、税務会計上の経理区分により次の表のとおり取扱いが異な

ります。 

 

※ 法人税法第 64条の 2第 1項、所得税法第 67条の 2第 1項に規定するリース資産（20 万円未

満）は申告不要です。 

＊1 令和５年４月１日以降に取得し、かつ、貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用

に供した資産を除く。 

 

4. リース資産と納税義務者 

リース資産は、その契約内容により、資産を貸している方に申告していただく場合と、実際に資産

を借りて事業を行っている方に申告していただく場合があります。 

リース契約の内容 資産を貸している方 資産を借りている方 

通常の賃貸借契約によるリース資産 申告が必要です。 申告不要です。 

割賦販売にあたるようなリース資産 申告不要です。 申告が必要です。 

※ 所有権留保付割賦販売の資産は、原則として買主の方の申告をお願いします。 

※ 割賦販売にあたるようなリースとは、外見上償却資産に係る賃貸借契約であっても、賃貸借期間満

了後に当該償却資産を借主に無償譲渡することになっている場合等、実質的に所有権留保付きの売

買とみられる場合をいいます。 

 

 

 

申告必要 
申告必要 
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5. 課税標準の特例と非課税 

課税標準の特例が適用される償却資産及び非課税となる償却資産に関する必要書類については、加

須市償却資産担当までお問い合わせください。 

（1） 課税標準の特例が適用される償却資産 

地方税法第 349条の 3、同法附則第 15条等に規定する資産は、課税標準の特例が適用されますの

で、該当する資産を所有する場合は、種類別明細書（増加資産・全資産用）とあわせて｢課税標準の特

例該当償却資産明細書｣に必要事項を記載して御提出ください。また、電算処理により申告される場合

は、資産の種類、適用条文ごとに該当する資産を記載した明細書の作成をお願いします。 

なお、特例が適用される最初の年度は、確認書類もあわせて御提出ください。 

（2） 非課税となる償却資産 

地方税法第 348条及び同法附則第 14条に規定する非課税資産を新たに取得した場合は、｢固定資産

税・都市計画税非課税認定申請書」及び「種類別明細書（非課税の適用のあるもの）」に必要事項を記

載し、あわせてそれを証明する書類を添付して御提出ください。 

 

6. 申告方法 

１ 書類による申告書等の申告方法 

「償却資産申告書」、「種類別明細書」等の所定の書類を、加須市償却資産担当に提出していただく

方法です。毎年１月１日（賦課期日）現在、所有されている全ての資産の申告をお願いします。 

 電算処理により申告をされる場合 

電算処理により申告を行う場合は、次により申告書の作成をお願いします。また、全資産申告

の形式が必要となりますので、作成し御提出ください。 

① 償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

ａ ｢評価額｣、｢決定価格｣及び｢課税標準額｣の欄について、必ず記載をお願いします。 

（9ページ記載例（ホ）（ヘ）（ト）参照） 

ｂ 所有者コードについては、本市から送付した印字済の申告書からの転記をお願いしま

す。（9ページ記載例右上参照） 

② 種類別明細書（増加資産・全資産用） 

独自の様式にて明細書の作成をされる場合は、次の要件を備えているものに限ります。 

ａ 申告書記載項目の全てが記載されていること。 

ｂ 減価残存率、価額、課税標準の特例に係る率及び課税標準額が記載されていること。 

ｃ 毎年１月１日現在、所有する全ての資産が記載されていること。 

  上記（ア）以外の場合 

申告された資産の評価額等の計算は加須市役所税務課償却資産担当で行います。9 ページから

11ページの記載例を参考に次のとおり書類を作成し御提出ください。 

① 本市にはじめて申告される方 

白紙の種類別明細書（増加資産・全資産用）に、所有する全ての資産の記載をお願い

します。 
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② 本市に既に申告をされている方 

前年度までに申告された資産を印字した種類別明細書（増加資産・全資産用）を送付

しますので、減少等の異動があったものについては修正を行い、新たに取得した資産

については追加記入をして御提出ください。 

 インターネットによる電子申告 

電子申告とは、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用して、申告データを送付する方法です。電

子申告の利用方法や申告データの作成方法については、地方共同機構のホームページ（16ページ参

照）を御覧ください。なお、電子申告利開始の際は、資産が所在する市町村を確認の上、利用届出を

御提出くださいますようお願いします。 

 「全資産申告（電算処理分）」で申告される方 

毎年１月１日（賦課期日）現在、所有されている全ての資産の申告をお願いします。 

「増加資産／減少資産申告」で申告される方 

（ｱ) 本市に初めて申告される方 

毎年１月１日（賦課期日）現在、所有されている全ての資産を、「種類別明細書（増加資産・全資

産用）」に入力し、御申告ください。 

（ｲ) 本市に既に申告をされている方 

前年度までに申告された資産を印字した種類別明細書（増加資産・全資産用）を参考に、異動が

あったものについて御申告ください。 

なお、減少資産がある場合に使用する種類別明細書（減少資産用）に記入する“抹消コード”

は、送付しました種類別明細書（増加資産・全資産用）の“資産コード”です。 

電子申告を御利用の方は、書類の提出は不要です。 

 

7. 提出書類 

名称 内容 

償却資産申告書 (償却資産課税台帳) 種類別明細書を総括する申告書 

種類別明細書   (増加資産・全資産用) 全資産の明細書 

(注) 申告書及び種類別明細書等の用紙が足りないときは、加須市役所税務課まで御連絡ください。 

(注) 本市から送付しました申告書及び種類別明細書には、事務処理上必要な所有者コード等を記載し

てありますので、この書類を御使用ください。他の書類により申告される場合には、送付しました申

告書（提出用のみ、未記入のままで結構です。）も併せて御提出ください。 

 

8. 申告書の提出期限及び提出先 

申告書は毎年１月３１日までに、加須市税務課償却資産担当（最終面参照）へ御提出ください。ま

た、提出期限間近になりますと窓口が大変混み合いますので、早期提出に御協力をお願いします。 

※ 支所への申告書の提出も可能です。 

※ 申告書の記載方法が不明な方は、作成資料として法人税又は所得税の申告書の控え及び固定資産台

帳・減価償却資産明細書等の償却資産の状況がわかる書類を持参し、提出先窓口へお越しください。 
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9. 償却資産の申告から納税まで 

     １月３１日提出期限 

 
    ３月下旬 

    申告及び調査に基づき価格を決定します。 

    価格が決定しますと、償却資産課税台帳へ登録し、登録された 

旨を市長が公示します。 

    この価格に不服のある方は、公示した日から納税通知書を受け 

    た日後３箇月までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員 

                  会に審査の申出をすることができます。 

 

 

 

 
 免税点以上の場合           免税点未満の場合 

  （150万円以上）            （150万円未満） 

                   納税通知書は交付しません。 

           

                  

   4月初旬 

   （過年度への遡及がある場合、遡及分の納税通知書の 

    発送は、6月末以降を予定しています。） 

  

 

                  納期限 

      第１期   ５月３１日   

      第２期   ７月３１日 

                    第３期  １２月２５日 

                    第４期  （翌年）２月末 

                   ※期限の日が、土曜日もしくは日曜日の場合、 

                    翌月曜日が納期限となります。 

 

            

③ 申告書の提出 

④ 価格等の決定、 

課税台帳への登録及

び課税台帳へ登録し

た旨の公示 

免税点 

市で算定した課税標準額の合計が 

150万円未満の場合、課税されません。 

詳しくは 13ページの「4.評価額の算出方

法」をご参照ください。 

② 申告書の提出 ① 申告書の提出 ① 申告書の提出 

③ 納税通知書の交付 

（郵送）   

④ 納    税  

※納付には口座振替が大変便利です。是非ご利用ください。 
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Ⅲ 償却資産申告書及び種類別明細書の書き方

（記載例） 
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Ⅳ 償却資産の課税について 
 

1. 納税義務者 

賦課期日（１月１日）現在において償却資産を所有する方が、納税義務者となります。 

2. 課税標準、税率、税額、納期・納期限、免税点 

(1) 課税標準 

課税標準は、１月１日における決定価格（課税標準の特例（5ページ参照）の適用を受けるものは適

用後の額）で償却資産課税台帳に登録されたものです。 

(2) 税率 

税率は 100 分の 1.4 です。 

(3) 税額 

税額（100 円未満切捨て）＝ 課税標準額（1,000 円未満切捨て）×税率（1.4 / 100） 

(4) 納期・納期限 

固定資産税（償却資産)は、第 1 期（４月）、第 2 期（７月）、第 3 期（１２月）及び第 4 期（翌年

２月）の 4 回の納期に分けて納めていただきます。納期限は、各納期の末日になります。 

その日が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、それらの日の翌日が納期限となります。 

(5) 免税点 

同一区内に所有する償却資産の合計課税標準額が１５０万円未満の場合は、課税されません。 

3. 価格等の決定、課税台帳の閲覧、審査の申出 

(1) 価格等の決定 

申告書等に基づき、価格等を 3月 31 日までに決定し、償却資産課税台帳に登録します。 

(2) 課税台帳の閲覧 

償却資産課税台帳に価格等を登録した後、その旨を公示します。納税義務者等の方は公示後、市役

所において償却資産課税台帳を閲覧することができます。 

(3) 審査の申出 

償却資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、上記(2)の公示の日から、 納税通知書

の交付を受けた日の翌日から起算して 3月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすること

ができます。 

なお、償却資産課税台帳に登録された価格以外の事項に不服がある場合には、行政不服審査法に基

づく審査請求をすることができます。 
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4. 評価額の算出方法 

償却資産の評価額は、固定資産評価基準の定めるところにより、取得価額を基準とし、耐用年数及

び取得後の経過年数に応じた減価を考慮して求めます。 

●具体的には、次の算式により求めます。 

前年中に取得した資産 

（令和６年１月２日から令和７年１月１日に取得） 

前年前に取得した資産 

（令和６年１月１日以前に取得） 

 

 

※ ｒ＝耐用年数に応ずる定率法による減価率（年率） 

計算した評価額が取得価額の 5％に満たない場合は、取得価額の 5％の額となります。 

 

5. 評価額の計算例 

1. ｢令和６年２月取得、取得価額 347,000 円、耐用年数５年｣の資産の場合 

令和７年度 

 347,000円           ＝ 282,805円 （評価額） 

  

※耐用年数が｢５年｣なので、定率法による減価率(r)は｢0.369｣になります（14ページの 「減価残

存率表」を御参照ください。 

※ 下線部分の端数処理は、小数点以下第 4 位を四捨五入します。また、評価額の 1 円未満の端

数は切捨てます。 

 

(2) ｢令和５年１０月取得、取得価額 1,208,700 円、耐用年数９年」の資産の場合  

 

令和６年度 1,208,700 円   ＝ 1,072,116 円 (前年度評価額)  

 

令和５年度 1,072,116 円 ×( 1 － 0.226 ) ＝ 829,817 円 (評価額)  

※ 耐用年数が｢９年｣なので、定率法による減価率(r)は｢0.226｣になります（14ページの 「減価

残存率表」を御参照ください。 
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Ⅴ その他 

1. 固定資産税（償却資産）と国税（法人税及び所得税）の主な相

違点 

 
＊1 租税特別措置法の規定により、中小企業者に該当する法人及び個人事業者が平成１８年４月１日

から令和６年３月３１日までの間に取得した取得価額30万円未満の減価償却資産については、取得価

額の全額を損金算入できることとなっています。（即時償却）。 

しかし、この規定は固定資産税（償却資産）には適用されません。したがって、これらの資産は申

告の対象となりますので御注意ください。 

＊2 償却資産の改良のため支出した金額(資本的支出)がある場合は、本体部と区別して申告をお願い

します。この場合、本体と同一の耐用年数を御使用ください。 

 

2.  実地調査等のお願い 

本市では、申告書の提出時や提出後に、地方税法403条第2項及び第408条に基づき、固定資産台帳又

は国税申告書添付書類（減価償却資産の明細書の写し）の提出をお願いする場合があります。 

また、実地調査にお伺いし、地方税法第354条の2に基づき、固定資産台帳、決算書、帳簿類等を閲

覧させていただくことがあります。書類の提出や実地調査の際は、ご協力をお願いします。 

（地方税法第353条・354条・408条） 



15 

 

3. 過年度への遡及等について 

調査に伴う申告内容の修正による賦課決定は、現年度だけではなく過年度にも遡及（地方税法第17 

条の5第5項の規定により5 年度分）します。なお、過年度分において賦課することとなった場合は、

通常の納期（12ページ2(4)を参照）とは異なり、納期は1回となりますので御承知おきください。 

4. 不申告、虚偽の申告をされた場合等について 

正当な理由がなく申告しない場合又は申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、地方税法

第385条及び第386条並びに加須市市税条例第72条の規定により、過料又は罰則を科せられることがあ

ります。 

5. 転出・廃業等に際してのお願い 

転出・廃業等により、申告すべき資産が本市内になくなった場合は、加須市税務課償却資産担当ま

でお知らせください。 

 

6. 減価残存率表 
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◎加須市ホームページ 

 

・償却資産について  

    

 

・償却資産申告書のダウンロードについて  

 

 

 ◎申告書の提出には、便利な電子申告（eLTAX）をご利用ください。 

 電子申告の申告データ等の作成に係る具体的な操作方法は下記にお問合せください。 

 ＜ヘルプデスク＞ 

 eLTAX ホームページ  

  

 電話：0570-081459 （左記の電話番号でつながらない場合：03-5521-0019） 

 受付：月～金（祝祭日、年末年始 12/29～1/3は除く）9:00 ～ 17:00 

 

 

◎お問合せ先・申告書の提出先 

 

 

 

 

 

 

〒３４７－８５０１ 

埼玉県加須市三俣二丁目１番地１ 

電 話：０４８０－６２－１１１１ 

ＦＡＸ：０４８０－６２－３８８１ 

Ｅ－ＭＡＩＬ:zeimu@city.kazo.lg.jp 

 

 

絆でつくる 緑あふれる 安心安全・元気な田園都市 加須 

加須市 償却資産    🔍   

加須市 償却資産申告書 🔍   

エルタックス     🔍   

加須市役所本庁舎 1Ｆ ③番窓口 

税務課 償却資産担当 

 

 


